
( ) (毎週月･水･金曜日発行)

�
�
�
�

目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

健
康
福
祉

政

策

課)

…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

(

同

)

…

�

○
漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
設
定
の
一
部
改
正

(

団
体
経
営

改

善

課)

…

�

○
保
安
林
の
指
定
解
除

(

林

政

課)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
都
市
計
画
の
変
更

(

都
市
計
画
課)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(
同

)

…

�

○
右

同

(
同

)

…

�

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出

(

経
営
振
興
課)

…

�

○
主
要
農
作
物
奨
励
品
種
の
指
定

(

農
林
水
産

政

策

課)

…

�

○
主
要
農
作
物
奨
励
品
種
の
指
定
の
取
消
し

(

同

)

…

�

○
開
発
行
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す
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事
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了

(

建
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宅
課)

…

�

雑

報

○
都
市
計
画
対
象
事
業
に
係
る
環
境
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響
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書
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い
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(
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計
画
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…

�
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○
平
成
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三
月
九
日
号
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三
号
規
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中

(
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務

課)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
百
八
十
九
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
九
十
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日
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名

称

又

は

氏

名

所

在

地

又

は

住

所

廃
止
年
月
日

小
野
寺
歯
科
医
院

く
す
し
歯
科
医
院

木
村
脳
神
経
ク
リ
ニ
ッ
ク

は
ち
の
へ
９
９
ク
リ
ニ
ッ
ク

き
く
ち
眼
科

住
吉
歯
科
医
院

千
葉
胃
腸
科
内
科
医
院

上
北
郡
野
辺
地
町
字
下
松
ノ
木
平
一
一

の
一

青
森
市
久
須
志
一
丁
目
二
〇
の
一
一

弘
前
市
大
字
代
官
町
九
六
の
一

八
戸
市
南
類
家
五
丁
目
一
の
八

八
戸
市
大
字
三
日
町
三
〇
の
一

ア
ク

シ
ス
ビ
ル
二
階

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
今
別
字
今
別
八

四弘
前
市
大
字
石
渡
三
丁
目
一
三
の
二

平
成
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( )

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
九
十
一
号

昭
和
五
十
年
九
月
六
日
青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号

(

漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
設

定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

二
の
表
横
浜
町
区
域
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
の
表
野
辺
地
町
区
域
の
項
を
削
る
。

青
森
県
告
示
第
百
九
十
二
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
の
所
在
場
所

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
南
浮
田
町
字
美
ノ
捨
五
九
の
一
九(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

三

保
安
林
解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
鰺
ケ
沢
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
百
九
十
三
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
の
所
在
場
所

北
津
軽
郡
市
浦
村
大
字
十
三
字
琴
湖
岳
五
三
三
の
一

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

三

保
安
林
解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

(
｢

次
の
図｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
市
浦
村
役
場
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)
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名

称

又

は

氏

名

所

在

地

又

は

住

所

指
定
年
月
日

小
野
寺
歯
科
医
院

木
村
脳
神
経
ク
リ
ニ
ッ
ク

は
ち
の
へ
９
９
ク
リ
ニ
ッ
ク

千
葉
胃
腸
科
内
科
医
院

ハ
ッ
ピ
ー
・
ド
ラ
ッ
グ
三
内
店

こ
ず
え
薬
局

き
く
ち
眼
科

せ
き
の
歯
科
医
院

住
吉
歯
科
医
院

上
北
郡
野
辺
地
町
字
鳴
沢
三
六
の
一

弘
前
市
大
字
代
官
町
九
六
の
一

八
戸
市
南
類
家
五
丁
目
一
の
八

弘
前
市
大
字
石
渡
三
丁
目
一
三
の
二

青
森
市
大
字
三
内
字
玉
作
二
の
七
二

弘
前
市
大
字
城
東
中
央
四
丁
目
二
の
一

八八
戸
市
大
字
三
日
町
三
〇
の
一

ア
ク

シ
ス
ビ
ル
二
階

青
森
市
大
字
横
内
字
亀
井
五
九
の
三

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
今
別
字
今
別
八

四
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辺
地
町
区
域

野
辺
地
町
漁
業
協
同
組
合
の

地
区

１

ほ
た
て
け
た
網
漁
業
及
び
小
型
定
置
漁
業



( )

青
森
県
告
示
第
百
九
十
四
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
八
戸
都
市

計
画
公
園
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
書
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
及
び
八
戸
市
都
市
開
発
部
公
園
緑

地
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

縦
覧
に
供
す
る
図
書
の
名
称

一

総
括
図

二

計
画
図

三

計
画
書

青
森
県
告
示
第
百
九
十
五
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
上
北
都
市

計
画
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
書
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
上
北
町
企
画
課
、
十
和
田
市
都

市
整
備
建
築
課
及
び
天
間
林
村
企
画
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

縦
覧
に
供
す
る
図
書
の
名
称

一

総
括
図

二

計
画
図

三

計
画
書

青
森
県
告
示
第
百
九
十
六
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
六
戸
都
市

計
画
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
書
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
六
戸
町
企
画
財
政
課
及
び
下
田

町
建
設
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

縦
覧
に
供
す
る
図
書
の
名
称

一

総
括
図

二

計
画
図

三

計
画
書

青
森
県
告
示
第
百
九
十
七
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
森
都
市

計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
十
七
年
三
月
十
一
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

青
森
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

青
森
都
市
計
画
道
路
事
業

(

三
・
三
・
一
二
号
浜
田
大
野
線
外
一
線)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
一
年
一
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

な
し
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( )

青
森
県
告
示
第
百
九
十
八
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
蟹
田
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
十
七
年
三
月
十
一
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

蟹
田
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

蟹
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業

(

蟹
田
町
公
共
下
水
道)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
認
可(

平
成
十
年
十
二
月
二
十
五
日
青
森
県
告
示
第
八
百
五
十
一
号)

の
事
業
地
に
変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
認
可(

平
成
十
年
十
二
月
二
十
五
日
青
森
県
告
示
第
八
百
五
十
一
号)

の
事
業
地
に
蟹
田
町
大
字
中
師
字
火
箱
沢
を
削
除
し
、
大
字
蟹
田
字
丑
ケ
沢
、
田
ノ
沢
、
上
蟹

田
、
鰐
ケ
渕
、
桂
渕
、
高
銅
屋
及
び
大
字
中
師
字
宮
本
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
三
沢
大
町
店

三
沢
市
大
町
二
丁
目
一
二
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社

秋
田
県
秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六
の
二
五

代
表
取
締
役

反
田
悦
生

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社

秋
田
県
秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六
の
二
五

代
表
取
締
役

反
田
悦
生

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
九
日

五

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

一
、
八
八
六
平
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

１

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

八
四
台

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

２

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

五
〇
台

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

３

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

一
六
一
平
方
メ
ー
ト
ル

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

４

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

四
一
立
方
メ
ー
ト
ル

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

七

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社

開
店
時
刻
午
前
九
時

閉
店
時
刻
午
前
零
時

(

開
店
時
刻
年
間
七
日
間
午
前
六
時
、
年
間
三

十
日
間
午
前
八
時)

２

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
零
時
三
十
分
ま
で

(

年
間
七
日
間
午
前
五
時
三
十
分
か
ら
午
前
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零
時
三
十
分
ま
で
、
年
間
三
十
日
間
午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
前
零
時
三
十
分
ま
で)

３

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

五
か
所

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

４

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

八

届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
八
日

九

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
三
沢
市
役
所

２

期
間

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日
か
ら
同
年
七
月
十
八
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
三
沢
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

十

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
七
年
七
月
十
八
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

主
要
農
作
物
奨
励
品
種
の
指
定

青
森
県
主
要
農
作
物
奨
励
品
種
規
程

(

昭
和
六
十
年
四
月
青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号)

第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
主
要
農
作
物
の
奨
励
品
種
を
指
定
し
た
の
で
、
同
規
程
第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

種
類
の
名
称

水
稲

二

品
種
の
名
称

｢

青
系
一
三
八
号｣

三

品
種
の
来
歴

｢

青
系
一
三
八
号｣

は
、

｢

奥
羽
三
四
一
号｣

を
母
と
し

｢

山
形
四
〇
号｣

を
父
と
し
て
交
配

し
た
雑
種
の
後
代
か
ら
育
成
さ
れ
た
。
平
成
五
年
に
青
森
県
農
業
試
験
場

(

現

農
林
総
合
研
究

セ
ン
タ
ー)

に
お
い
て
人
工
交
配
を
行
い
、
同
年
温
室
で
雑
種
第
一
代
を
栽
培
し
、
平
成
六
年
に

は
雑
種
第
二
代
か
ら
雑
種
第
四
代
ま
で
の
三
世
代
を
温
室
で
栽
培
し
た
。
平
成
七
年
に
雑
種
第
五

代
で
個
体
選
抜
を
行
い
、
平
成
八
年

(

雑
種
第
六
代)

以
降
は
系
統
と
し
て
栽
培
し
、
選
抜
を
繰

り
返
し
固
定
を
図
っ
て
き
た
。
平
成
九
年
か
ら
平
成
十
年
ま
で
生
産
力
検
定
試
験
及
び
特
性
検
定

試
験
等
に
供
し
有
望
と
認
め
ら
れ
た
の
で
、

｢

青
系
一
三
八
号｣

の
地
方
番
号
を
付
し
、
平
成
十

一
年
か
ら
は
あ
お
も
り
米
優
良
品
種
選
定
試
験
に
供
し
県
内
の
地
域
適
応
性
を
検
討
し
て
き
た
。

平
成
十
六
年
度
で
雑
種
第
十
四
代
で
あ
る
。

四

品
種
の
特
性
の
概
要

１

形
態
的
特
性

�

移
植
時
の
苗
丈
は

｢

ゆ
め
あ
か
り｣

よ
り
長
く
、

｢

む
つ
ほ
ま
れ｣

並
で
あ
り
、
苗
の
葉

色
は

｢

ゆ
め
あ
か
り｣

よ
り
や
や
淡
く
、

｢

む
つ
ほ
ま
れ｣

並
で
あ
る
。

�

生
育
初
期
か
ら
中
期
の
草
丈
は
、

｢

ゆ
め
あ
か
り｣

よ
り
長
く
、

｢

む
つ
ほ
ま
れ｣

並
で

あ
り
、
茎
数
は

｢

ゆ
め
あ
か
り｣

及
び

｢

む
つ
ほ
ま
れ｣

並
で
あ
る
。
葉
色
は

｢

ゆ
め
あ
か

り｣

よ
り
や
や
淡
く
、

｢

む
つ
ほ
ま
れ｣

並
で
あ
る
。

�

稈かん
長
は

｢

ゆ
め
あ
か
り｣

及
び

｢

む
つ
ほ
ま
れ｣

よ
り
や
や
短
く
、
穂
長
は

｢

ゆ
め
あ
か

り｣

及
び

｢

む
つ
ほ
ま
れ｣

並
で
あ
り
、
穂
数
は

｢

ゆ
め
あ
か
り｣

よ
り
や
や
少
な
く
、

｢
む
つ
ほ
ま
れ｣

並
で
あ
る
。
出
穂
以
降
の
葉
色
は
、

｢

ゆ
め
あ
か
り｣

よ
り
や
や
淡
く
、

｢
む
つ
ほ
ま
れ｣

並
で
あ
る
。
止
葉
は
、

｢

ゆ
め
あ
か
り｣

及
び

｢

む
つ
ほ
ま
れ｣

並
に
や

や
直
立
す
る
。

�

稈かん
の
太
さ
は

｢

ゆ
め
あ
か
り｣

よ
り
や
や
太
く
、

｢

む
つ
ほ
ま
れ｣

並
で
あ
り
、
倒
伏
抵

抗
性
は

｢

ゆ
め
あ
か
り｣

及
び

｢

む
つ
ほ
ま
れ｣

並
の

｢

強｣

で
あ
る
。

�

穂
の
粒
着
密
度
は
、

｢
ゆ
め
あ
か
り｣

並
の

｢

や
や
密｣

で
あ
り
、

｢

む
つ
ほ
ま
れ｣

よ
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り
や
や
疎
で
あ
る
。
芒ぼう
は
、

｢

む
つ
ほ
ま
れ｣

よ
り
や
や
多
く
、

｢

ゆ
め
あ
か
り｣

並
に
生

じ
る
。
籾
の
穎
色
及
び
ふ
先
色
は
、

｢

黄
白｣

で
あ
る
。

２

生
態
的
特
性

�

出
穂
期
及
び
成
熟
期
は
、

｢

ゆ
め
あ
か
り｣

よ
り
二
日
程
度
、

｢

む
つ
ほ
ま
れ｣

よ
り
一

日
程
度
遅
く
、

｢

ゆ
め
あ
か
り｣

及
び

｢

む
つ
ほ
ま
れ｣

並
の

｢

中
生
の
早｣

に
属
す
る
粳
う
る
ち

種
で
あ
る
。

�

障
害
型
耐
冷
性
は
、

｢

ゆ
め
あ
か
り｣

よ
り
一
ラ
ン
ク
弱
く
、

｢

む
つ
ほ
ま
れ｣

よ
り
一

ラ
ン
ク
強
い

｢
や
や
強｣

で
あ
る
。

�

い
も
ち
病
抵
抗
性
は
、
葉
い
も
ち
及
び
穂
い
も
ち
と
も
に

｢

ゆ
め
あ
か
り｣

よ
り
二
ラ
ン

ク
強
く
、

｢

む
つ
ほ
ま
れ｣
よ
り
一
ラ
ン
ク
強
い

｢

強｣

で
あ
る
。

�

穂
発
芽
性
は
、

｢

ゆ
め
あ
か
り｣

及
び

｢

む
つ
ほ
ま
れ｣

よ
り
発
芽
し
に
く
い

｢

難｣

で

あ
る
。

�

収
量
性
は
、

｢

ゆ
め
あ
か
り｣

よ
り
高
く
、

｢

む
つ
ほ
ま
れ｣

よ
り
や
や
低
い
。

３

品
質
及
び
食
味
特
性

�

玄
米
の
粒
長
は

｢

ゆ
め
あ
か
り｣

及
び

｢

む
つ
ほ
ま
れ｣

よ
り
や
や
長
く
、
粒
幅
は

｢

ゆ

め
あ
か
り｣

よ
り
や
や
広
く

｢

む
つ
ほ
ま
れ｣

並
で
あ
り
、
粒
厚
は

｢

ゆ
め
あ
か
り｣

よ
り

や
や
厚
く
、

｢

む
つ
ほ
ま
れ｣

並
で
あ
る
。
玄
米
千
粒
重
は

｢
ゆ
め
あ
か
り｣

よ
り
重
く
、

｢

む
つ
ほ
ま
れ｣

並
か
ら
や
や
重
い
。

�

玄
米
品
質
は
、

｢

ゆ
め
あ
か
り｣

及
び

｢

む
つ
ほ
ま
れ｣

並
の

｢
上
の
下｣

で
あ
る
。

�

適
搗
精

と
う
せ
い
時
の
搗
精

と
う
せ
い
歩
合
・
胚
芽
残
存
率
及
び
精
米
白
度
は

｢

ゆ
め
あ
か
り｣

及
び

｢

む
つ

ほ
ま
れ｣

並
で
あ
り
、
搗
精

と
う
せ
い
に
要
す
る
時
間
も

｢

ゆ
め
あ
か
り｣

及
び

｢
む
つ
ほ
ま
れ｣

並

で
あ
る
。

�

食
味
は
、

｢

む
つ
ほ
ま
れ｣

よ
り
明
ら
か
に
勝
り

｢

ゆ
め
あ
か
り｣

よ
り
や
や
勝
る

｢
上

の
中｣

で
あ
る
。

�

混
米
特
性
は
、

｢

む
つ
ほ
ま
れ｣

及
び

｢

ゆ
め
あ
か
り｣

並
か
ら
や
や
勝
る
。

４

栽
培
適
地

津
軽
西
北
地
帯
、
南
部
平
野
内
陸
地
帯
、
南
部
平
野
、
津
軽
半
島
中
部
地
帯
。
た
だ
し
、
南

部
平
野
、
津
軽
半
島
中
部
地
帯
に
つ
い
て
は
、
気
候
が
比
較
的
温
暖
な
地
域
の
み
。

５

栽
培
上
の
留
意
点

�

施
肥
量
は
、

｢

ゆ
め
あ
か
り｣

及
び

｢

む
つ
ほ
ま
れ｣

の
地
帯
別
施
肥
基
準
に
準
ず
る
。

追
肥
は
、
幼
穂
形
成
期
を
確
認
し
て
行
う
。

�

多
肥
栽
培
は
、
食
味
や
品
質
の
低
下
を
招
く
の
で
避
け
る
。

�

い
も
ち
病
抵
抗
性
は
、
葉
い
も
ち
及
び
穂
い
も
ち
と
も

｢

強｣

で
あ
る
が
、
基
準
防
除
を

行
う
。

�

障
害
型
耐
冷
性
は

｢

や
や
強｣

で
あ
る
が
、
幼
穂
形
成
期
以
降
の
低
温
時
に
は
深
水
管
理

を
行
い
幼
穂
を
保
温
す
る
。

五

指
定
の
理
由

｢

青
系
一
三
八
号｣

は
、
食
味
及
び
耐
病
性
が

｢

ゆ
め
あ
か
り｣

及
び

｢

む
つ
ほ
ま
れ｣

よ
り

優
れ
、
収
量
性
も

｢

ゆ
め
あ
か
り｣

を
上
回
る
な
ど
栽
培
特
性
が
優
れ
て
い
る
ほ
か
、
米
卸
業
者

を
対
象
に
行
っ
た
市
場
調
査
の
結
果
も
良
好
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
奨
励
品
種
に
指
定
す
る
こ
と
に

よ
り
、
県
産
米
の
競
争
力
強
化
と
安
定
生
産
に
資
す
る
。

主
要
農
作
物
奨
励
品
種
の
指
定
の
取
消
し

青
森
県
主
要
農
作
物
奨
励
品
種
規
程

(

昭
和
六
十
年
四
月
青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号)

第
三

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
主
要
農
作
物
の
奨
励
品
種
の
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
規
程
第
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一
１

種
類
の
名
称

水
稲

２

品
種
の
名
称

｢

む
つ
か
お
り｣

３

指
定
の
取
消
し
の
理
由

昭
和
五
十
六
年
三
月
に
奨
励
品
種
に
指
定
さ
れ
た
が
、
作
付
面
積
が
減
少
し
、
今
後
の
作
付

け
も
見
込
ま
れ
な
い
た
め
。

二
１

種
類
の
名
称

水
稲

２

品
種
の
名
称

｢

は
ま
ゆ
た
か｣

３

指
定
の
取
消
し
の
理
由

平
成
七
年
九
月
に
奨
励
品
種
に
指
定
さ
れ
た
が
、
作
付
面
積
が
減
少
し
、
今
後
の
作
付
け
も

見
込
ま
れ
な
い
た
め
。

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
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( )

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

雑

報

都
市
計
画
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
書
の
縦
覧
に
つ
い
て

環
境
影
響
評
価
法

(

平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号)

第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
都
市

計
画
道
路
下
田
六
戸
線
・
上
北
天
間
林
線
に
係
る
環
境
影
響
評
価
書

(

以
下

｢
評
価
書｣

と
い
う
。)

を
作
成
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
法
第
二
十

七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
評
価
書
、
要
約
書
及
び
同
法
第
二
十
四
条
の
書
面

(

以
下

｢

評
価
書
等｣

と
い
う
。)

を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
決
定
権
者
の
名
称

青
森
県

(

代
表
者

青
森
県
知
事

三
村

申
吾)

二

都
市
計
画
対
象
事
業
の
名
称
、
種
類
及
び
規
模

１

名
称

都
市
計
画
道
路

下
田
六
戸
線
・
上
北
天
間
林
線

２

種
類

一
般
国
道
の
改
築

３

規
模

四
車
線

延
長
約
二
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

三

都
市
計
画
対
象
事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域

１

起
点

上
北
郡
下
田
町

２

終
点

上
北
郡
天
間
林
村

３

通
過
市
町
村

十
和
田
市
、
六
戸
町
、
上
北
町
、
下
田
町
及
び
天
間
林
村

四

関
係
地
域
の
範
囲

十
和
田
市
、
三
沢
市
、
七
戸
町
、
六
戸
町
、
上
北
町
、
東
北
町
、
下
田
町
及
び
天
間
林
村

五

評
価
書
等
の
縦
覧
の
場
所
、
期
間
及
び
時
間

１

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
十
和
田
市
建
設
部
都
市
整
備
建
築
課
、
三
沢
市
建
設
部

都
市
整
備
課
、
七
戸
町
建
設
課
、
六
戸
町
企
画
財
政
課
、
上
北
町
企
画
課
、
東
北
町
企
画
課
、

下
田
町
建
設
課
及
び
天
間
林
村
企
画
室

２

縦
覧
の
期
間

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

(

金)

か
ら
平
成
十
七
年
四
月
十
八
日

(

月)

ま

で

(

た
だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
を
除
く
。)

３

縦
覧
の
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

正

誤
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開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

び
氏
名

(

名
称)

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
舞
戸
町
字
東
禿
九

六
の
一
、
九
六
の
四
か
ら
九
六
の
一
一
ま
で
、

九
八
の
八
か
ら
九
八
の
一
一
ま
で
及
び
大
字

南
浮
田
町
字
金
沢
街
道
ノ
沢
五
三
の
一
か
ら

五
三
の
三
二
ま
で

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
舞
戸
町
字
小
夜
三

一
三
の
四

工
藤
一
ヱ

平
成
��･

�･

�

号
外
第
一
三
号

発
行
年
月
日

発

行

番

号

税

務

課

規

則

区

分

第
六
号

番

号

五

ペ
ー
ジ

下 段

三 行

第
二
十
二
条
第
二
項

誤

第
一
条
中
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
第
二
十
二
条
第
二
項

正



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

青 森 県 報平成17年３月18日 金曜日 第2454号 8


